
 成年後見制度ってなに？  

成年後見制度は、判断能力が不十分な方々の権利や財産を、法律面や生活面から
保護し支援するための身近なしくみです。成年後見制度に興味関心のある方、是
非、ご参加ください。 

司法書士による市民公開講座＆無料相談会 

 

 遺産分割協議が 

できない 

 

平成３１年２月６日(水) 

【第１部】 市民公開講座 ：１３時３０分～１５時００分 
   （１３時１０分受付開始） 

  講 師 ：リーガルサポートかながわ所属 司法書士  布川 裕 

具体的な相談事例・解決方法を、朗読劇を交えながら解説します！！ 

 

【第２部】 無 料 相 談 会 ：１５時０５分～１６時０５分（一組３０分以内） 

  相談員 ：リーガルサポートかながわ 所属司法書士 

綾瀬市保健福祉プラザ １階多目的室 
（綾瀬市深谷中４丁目 7 番 10 号） 

           「神奈中バス」「綾瀬小学校前」バス停下車徒歩 1分 

綾瀬市内または近隣市町村に在住、在勤の一般の方 

公開講座 ３０名 ／ 相談会 １０組（事前申込優先） 

公開講座・相談会 ともに  無 料  

＊参加ご希望の方は裏面の申込書にてお申し込み下さい 
 当日の参加も可能ですが、事前申込の方を優先致します 

 

 

 主催：公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート神奈川県支部〔略称：リーガルサポートかながわ〕 
 
 共催：綾瀬市役所地域包括ケア推進課、社会福祉法人綾瀬市社会福祉協議会 
 

お問合先：０４５－６４０－４３４５（リーガルサポートかながわ事務局） 
リーガルサポートかながわホームページ http://ls-kanagawa.jp 
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